
別 添

令和 8年 5月26日

１　工事の概要

２　入札に参加することができる者の資格

１　入札参加資格共通事項 「一般競争入札（条件付）公告共通事項」１のとおり

２　当該入札参加資格業種

３　業者格付

４　経営事項審査評定値

５　営業所の所在地に関する条件

６　特定建設業許可に関する条件

７　施工実績に関する条件
1)

2)

８　配置技術者に関する条件

９　その他

一般競争入札（条件付）公告

　地方自治法（昭和22年法律第67号）第234条第１項の規定により、次のとおり一般競争入札（条件付）を実施する。
　なお、本件入札においては、最低制限価格を設定している。

岡山県美作県民局長　東　寛

案 件 番 号 3300881874120260017

工
事
概
要

施工延長　Ｌ＝１００．０ｍ

工 事 番 号    8-11- 1 幅　　員　Ｗ＝５．５（６．７５）ｍ

工 事 名
重力式擁壁　Ｖ＝３４．４ｍ３

単県　道路工事（改良工） 排水構造物　Ｌ＝１３４．２ｍ

路 河 川 名 県道　　　江与味上河内線

工 事 場 所
真庭市吉

　　「主たる営業所」の欄に記載されているものをいう。以下同じ。）を次の場所に有していること。

予 定 工 期
本件入札による契約を締結した日から
 200日間

　入札公告日から落札者が決定する日までの間、次に掲げる要件の全てを満たしていること。

土木一式工事

Ａ，Ｂ又はＣ

－

　　　建設業法（昭和24年法律第100号）第３条第１項に規定する営業所のうち、主たる営業所（建設業許可申請書の

　　　1)　本件工事と兼務する工事の請負代金の額（消費税及び地方消費税の額を含む。）がそれぞれ１億円未満（建

　　　真庭市（真庭市蒜山振興局、真庭市勝山振興局、真庭市美甘振興局及び真庭市湯原振興局の所管区域（真庭市
　　振興局設置条例（平成１７年真庭市条例第８号）第２条に掲げる所管区域）を除く。）。

－

　平成23年度以降に元請負人として、岡山県美作県民局真庭地域事務所の管内において、国、岡山県（岡山県が
出資し、又は出えんする公社及び事業団を含む。）又は県内市町村から発注された請負金額が1000万円以上の土
木一式工事（平成23年度以降に受注したものに限る。）を施工した実績を有すること。
　岡山県が発注した土木一式工事のうち、令和３年４月１日から令和７年３月31日までの間に完成させた工事が
ある場合は、それらの工事についての岡山県建設工事成績評定及び通知要領（平成13年１月１日施行）及び岡山
県企業局工事成績評定及び通知要領（平成14年４月１日施行）による評定点の平均点が、65点未満でないこと。

　　　次の条件を満たす建設業法第26条に規定する監理技術者又は主任技術者（建設業法第26条第３項第２号に規定す
　　る監理技術者の職務を補佐する者（以下「監理技術者補佐」という。）を配置する場合にあっては、監理技術者補
　　佐を含む。以下同じ。）を本件工事に専任で配置することができること。なお、同条第３項の規定に該当しない場
　　合にあっては、専任であることを要しない。

　　　1)　本件工事の入札参加資格確認申請日以前に３月以上の雇用関係があること。
　　　2)　監理技術者にあっては、土木工事業に係る監理技術者資格者証の交付を受けており、かつ、監理技術者講習
　　　　を受けている者であること。
　　　また、本件工事には、建設業法第26条第３項第１号に規定する主任技術者又は監理技術者を配置することができ
　　る。この場合においては、次に掲げる条件を全て満たさなければならない。

　　　　築一式工事の場合は２億円未満）であること。
　　　2)　同一の主任技術者又は監理技術者を配置する工事が２件に限ること。
　　　3)　その他建設業法第26条第３項第１号に規定する要件を全て満たすこと。
　　　なお、本件工事には、建設業法第26条第３項第２号に規定する監理技術者（以下「特例監理技術者」という。）
　　を配置することができる。この場合においては、次に掲げる条件を全て満たさなければならない。
　　　1)　監理技術者補佐は、建設業法その他関係法令に定める要件を全て満たすこと。
　　　2)　同一の特例監理技術者を配置する工事（２件に限る。）の場所が、同一の県民局の管内（地域事務所の管内
　　　　を除く。）又は同一の地域事務所の管内にあること。
　　　ただし、建設業法第26条第３項第１号に規定する主任技術者又は監理技術者に係る特例と特例監理技術者に係る
　　特例とを併用することはできない。

－



３　入札手続等

1) 令和 8年 5月26日から 岡山県電子入札共同利用システムポータルサイトの「団
令和 8年 6月10日まで 体個別情報」のページからダウンロードすること。

2) 令和 8年 5月26日午前９時から 電子入札システムによる。
令和 8年 6月10日午後４時まで

3) 令和 8年 5月26日午前９時から 電子入札システムによる。
令和 8年 6月10日午後４時まで

4) 令和 8年 5月26日から 岡山県電子入札共同利用システムポータルサイトの「団
令和 8年 6月22日まで 体個別情報」のページからダウンロードすること。

5) 令和 8年 6月18日から 場　所： 〒717-8501
令和 8年 6月22日まで
　の午前９時から午後４時まで
　ただし、第一落札候補者等以外の者 方　法：
で、開札日の翌日以降に資格確認書及
び資格確認書類の提出を求められたも
のについては、契約担当者が電子入札
システムにより指定した日時

対　象： 電子入札システムにより提出を求められた者
に限る。

6) 令和 8年 5月26日から 入札情報公開システムからダウンロードすること。
令和 8年 6月17日まで

7) 令和 8年 5月26日から 方　法： 電子入札システム又はファックス
令和 8年 6月 3日まで
　の午前９時から午後４時まで
注）ファックスの送信先 場　所：

宛　先： 0867-44-3196
8) 回答書の閲覧 回答可能となった日から 入札情報公開システム

令和 8年 6月17日まで
9) 入札の受付 令和 8年 6月16日午前 9時00分から 電子入札システムによる。

令和 8年 6月18日午前10時00分まで 入札価格の内訳書を提出するとともに、電子くじ用の
くじ番号を入力すること。

10) 開札 令和 8年 6月18日午前10時00分

11) 入札結果の公表 落札者を決定した日の翌日以降 入札情報公開システム
注）閲覧による公表は、午前９時から
　午後４時まで

12) 入札結果の公表日の翌日から起算して 場　所：
３日以内 方　法： ファックス

宛　先： 0868-22-1974
13) 説明を求めることができる期間の 方　法： ファックス

最終日の翌日から起算して３日以内

注）１　上記のうちインターネットによる手続によらない場合及び7)において電子入札システムを利用する場合の期間につ

　　　いては、岡山県の休日を定める条例（平成元年岡山県条例第２号）第１条第１項に規定する県の休日を除く。
　　２　電子入札システム及び入札情報公開システム（岡山県電子入札共同利用システムポータルサイト）

https://www.e-okayama.t-elbs.jp/

５　契約担当者

６　契約条項を示す場所

岡山県津山市山下５３
電話 0868-23-1527

７　その他
この公告に定めのない事項については、「一般競争入札（条件付）公告共通事項」で定めるところによる。

手　続　等 期　間　・　期　日 場　所　・　方　法　等

設計図書等の閲覧等

施工実績調書及び配
置予定技術者調書の
配布

入札参加資格確認申
請書の作成及び提出
施工実績調書及び配
置予定技術者調書の
提出

資格確認書の配布

資格確認書及び資格
確認書類の提出 岡山県真庭市勝山５９１

岡山県美作県民局建設部真庭地域工務課
持参又は郵便若しくは信書便による送付（郵
便又は信書便による送付の場合は、書留郵便
その他の送付物が相手方に到着したこと及び
その時間が確認することができる方法に限
る。）

に係る指名停止等要領（平成13年岡山県告示第404号）に基づく指名停止の措置を受けたとき、岡山県建設工事等

設計図書等への質問
の受付

岡山県美作県民局建設部真庭地域設計審査班

岡山県津山市山下５３
岡山県美作県民局入札室

岡山県津山市山下５３
岡山県美作県民局地域政策部総務課内閲覧コーナー

入札参加資格がない
とされた理由の説明
要求

岡山県美作県民局地域政策部総務課

入札参加資格がない
とされた者への理由
の説明

４ 契約の締結
　落札者の決定から本件工事に係る請負契約を締結するまでの間に、落札者が、岡山県建設工事等入札参加資格者

ない。

岡山県美作県民局長　東　寛

〒708-8506

岡山県美作県民局地域政策部総務課

暴力団対策会議運営要領（昭和63年２月１日施行）に基づく指名除外の措置を受けたとき、建設業法第28条第３項
若しくは第５項の規定による岡山県内における営業の停止命令（業種は問わない。）を受けたとき、会社更生法（
平成14年法律第154号）第17条の規定による更生手続開始の申立てをしたとき（更生手続開始の決定を受けている
ときを除く。）若しくは民事再生法（平成11年法律第225号）第21条の規定による再生手続開始の申立てをしたと
き（再生手続開始の決定を受けているときを除く。）又は本件入札に関し岡山県談合情報対応マニュアル（平成７
年６月１日制定）に基づき談合の事実が確認され、本件入札が無効とされたときは、本件工事に係る契約を締結し



別 添

令和 8年 5月19日

１　工事の概要

２　入札に参加することができる者の資格

１　入札参加資格共通事項 「一般競争入札（条件付）公告共通事項」１のとおり

２　当該入札参加資格業種

３　業者格付

４　経営事項審査評定値

５　営業所の所在地に関する条件

６　特定建設業許可に関する条件

７　施工実績に関する条件
1)

2)

８　配置技術者に関する条件

９　その他

一般競争入札（条件付）公告

　地方自治法（昭和22年法律第67号）第234条第１項の規定により、次のとおり一般競争入札（条件付）を実施する。
　なお、本件入札においては、最低制限価格を設定している。

岡山県美作県民局長　東　寛

案 件 番 号 3300881874120260011

工
事
概
要

施工延長　Ｌ＝４２．７ｍ

工 事 番 号  108-41- 幅員　Ｗ＝４．０（５．０）ｍ

工 事 名
コンクリートブロック積工　Ａ＝２９２ｍ２

公共　道路工事（擁壁工２） 側溝工　Ｌ＝４６．２ｍ

路 河 川 名 県道　久世　中和　線

工 事 場 所
真庭市蒜山　下和

　　「主たる営業所」の欄に記載されているものをいう。以下同じ。）を次の場所に有していること。

予 定 工 期
本件入札による契約を締結した日から
 220日間

　入札公告日から落札者が決定する日までの間、次に掲げる要件の全てを満たしていること。

土木一式工事

Ａ，Ｂ又はＣ

－

　　　建設業法（昭和24年法律第100号）第３条第１項に規定する営業所のうち、主たる営業所（建設業許可申請書の

　　　1)　本件工事と兼務する工事の請負代金の額（消費税及び地方消費税の額を含む。）がそれぞれ１億円未満（建

　　　真庭市蒜山振興局、真庭市勝山振興局、真庭市美甘振興局若しくは真庭市湯原振興局の所管区域（真庭市振興
　　局設置条例（平成１７年真庭市条例第８号）第２条に掲げる所管区域）又は真庭郡新庄村。

－

　平成23年度以降に元請負人として、岡山県美作県民局真庭地域事務所の管内において、国、岡山県（岡山県が
出資し、又は出えんする公社及び事業団を含む。）又は県内市町村から発注された請負金額が1000万円以上の土
木一式工事（平成23年度以降に受注したものに限る。）を施工した実績を有すること。
　岡山県が発注した土木一式工事のうち、令和３年４月１日から令和７年３月31日までの間に完成させた工事が
ある場合は、それらの工事についての岡山県建設工事成績評定及び通知要領（平成13年１月１日施行）及び岡山
県企業局工事成績評定及び通知要領（平成14年４月１日施行）による評定点の平均点が、65点未満でないこと。

　　　次の条件を満たす建設業法第26条に規定する監理技術者又は主任技術者（建設業法第26条第３項第２号に規定す
　　る監理技術者の職務を補佐する者（以下「監理技術者補佐」という。）を配置する場合にあっては、監理技術者補
　　佐を含む。以下同じ。）を本件工事に専任で配置することができること。なお、同条第３項の規定に該当しない場
　　合にあっては、専任であることを要しない。

　　　1)　本件工事の入札参加資格確認申請日以前に３月以上の雇用関係があること。
　　　2)　監理技術者にあっては、土木工事業に係る監理技術者資格者証の交付を受けており、かつ、監理技術者講習
　　　　を受けている者であること。
　　　また、本件工事には、建設業法第26条第３項第１号に規定する主任技術者又は監理技術者を配置することができ
　　る。この場合においては、次に掲げる条件を全て満たさなければならない。

　　　　築一式工事の場合は２億円未満）であること。
　　　2)　同一の主任技術者又は監理技術者を配置する工事が２件に限ること。
　　　3)　その他建設業法第26条第３項第１号に規定する要件を全て満たすこと。
　　　なお、本件工事には、建設業法第26条第３項第２号に規定する監理技術者（以下「特例監理技術者」という。）
　　を配置することができる。この場合においては、次に掲げる条件を全て満たさなければならない。
　　　1)　監理技術者補佐は、建設業法その他関係法令に定める要件を全て満たすこと。
　　　2)　同一の特例監理技術者を配置する工事（２件に限る。）の場所が、同一の県民局の管内（地域事務所の管内
　　　　を除く。）又は同一の地域事務所の管内にあること。
　　　ただし、建設業法第26条第３項第１号に規定する主任技術者又は監理技術者に係る特例と特例監理技術者に係る
　　特例とを併用することはできない。

－



３　入札手続等

1) 令和 8年 5月19日から 岡山県電子入札共同利用システムポータルサイトの「団
令和 8年 6月 3日まで 体個別情報」のページからダウンロードすること。

2) 令和 8年 5月19日午前９時から 電子入札システムによる。
令和 8年 6月 3日午後４時まで

3) 令和 8年 5月19日午前９時から 電子入札システムによる。
令和 8年 6月 3日午後４時まで

4) 令和 8年 5月19日から 岡山県電子入札共同利用システムポータルサイトの「団
令和 8年 6月15日まで 体個別情報」のページからダウンロードすること。

5) 令和 8年 6月11日から 場　所： 〒717-8501
令和 8年 6月15日まで
　の午前９時から午後４時まで
　ただし、第一落札候補者等以外の者 方　法：
で、開札日の翌日以降に資格確認書及
び資格確認書類の提出を求められたも
のについては、契約担当者が電子入札
システムにより指定した日時

対　象： 電子入札システムにより提出を求められた者
に限る。

6) 令和 8年 5月19日から 入札情報公開システムからダウンロードすること。
令和 8年 6月10日まで

7) 令和 8年 5月19日から 方　法： 電子入札システム又はファックス
令和 8年 5月27日まで
　の午前９時から午後４時まで
注）ファックスの送信先 場　所：

宛　先： 0867-44-3196
8) 回答書の閲覧 回答可能となった日から 入札情報公開システム

令和 8年 6月10日まで
9) 入札の受付 令和 8年 6月 9日午前 9時00分から 電子入札システムによる。

令和 8年 6月11日午前10時00分まで 入札価格の内訳書を提出するとともに、電子くじ用の
くじ番号を入力すること。

10) 開札 令和 8年 6月11日午前10時00分

11) 入札結果の公表 落札者を決定した日の翌日以降 入札情報公開システム
注）閲覧による公表は、午前９時から
　午後４時まで

12) 入札結果の公表日の翌日から起算して 場　所：
３日以内 方　法： ファックス

宛　先： 0868-22-1974
13) 説明を求めることができる期間の 方　法： ファックス

最終日の翌日から起算して３日以内

注）１　上記のうちインターネットによる手続によらない場合及び7)において電子入札システムを利用する場合の期間につ

　　　いては、岡山県の休日を定める条例（平成元年岡山県条例第２号）第１条第１項に規定する県の休日を除く。
　　２　電子入札システム及び入札情報公開システム（岡山県電子入札共同利用システムポータルサイト）

https://www.e-okayama.t-elbs.jp/

５　契約担当者

６　契約条項を示す場所

岡山県津山市山下５３
電話 0868-23-1527

７　その他
この公告に定めのない事項については、「一般競争入札（条件付）公告共通事項」で定めるところによる。

手　続　等 期　間　・　期　日 場　所　・　方　法　等

設計図書等の閲覧等

施工実績調書及び配
置予定技術者調書の
配布

入札参加資格確認申
請書の作成及び提出
施工実績調書及び配
置予定技術者調書の
提出

資格確認書の配布

資格確認書及び資格
確認書類の提出 岡山県真庭市勝山５９１

岡山県美作県民局建設部真庭地域工務課
持参又は郵便若しくは信書便による送付（郵
便又は信書便による送付の場合は、書留郵便
その他の送付物が相手方に到着したこと及び
その時間が確認することができる方法に限
る。）

に係る指名停止等要領（平成13年岡山県告示第404号）に基づく指名停止の措置を受けたとき、岡山県建設工事等

設計図書等への質問
の受付

岡山県美作県民局建設部真庭地域設計審査班

岡山県津山市山下５３
岡山県美作県民局入札室

岡山県津山市山下５３
岡山県美作県民局地域政策部総務課内閲覧コーナー

入札参加資格がない
とされた理由の説明
要求

岡山県美作県民局地域政策部総務課

入札参加資格がない
とされた者への理由
の説明

４ 契約の締結
　落札者の決定から本件工事に係る請負契約を締結するまでの間に、落札者が、岡山県建設工事等入札参加資格者

ない。

岡山県美作県民局長　東　寛

〒708-8506

岡山県美作県民局地域政策部総務課

暴力団対策会議運営要領（昭和63年２月１日施行）に基づく指名除外の措置を受けたとき、建設業法第28条第３項
若しくは第５項の規定による岡山県内における営業の停止命令（業種は問わない。）を受けたとき、会社更生法（
平成14年法律第154号）第17条の規定による更生手続開始の申立てをしたとき（更生手続開始の決定を受けている
ときを除く。）若しくは民事再生法（平成11年法律第225号）第21条の規定による再生手続開始の申立てをしたと
き（再生手続開始の決定を受けているときを除く。）又は本件入札に関し岡山県談合情報対応マニュアル（平成７
年６月１日制定）に基づき談合の事実が確認され、本件入札が無効とされたときは、本件工事に係る契約を締結し



別 添

令和 8年 5月12日

１　工事の概要

２　入札に参加することができる者の資格

１　入札参加資格共通事項 「一般競争入札（条件付）公告共通事項」１のとおり

２　当該入札参加資格業種

３　業者格付

４　経営事項審査評定値

５　営業所の所在地に関する条件

６　特定建設業許可に関する条件

７　施工実績に関する条件
1)

2)

８　配置技術者に関する条件

９　その他

Ｌ＝２０．５ｍ　Ｈ＝７．０ｍ　Ｖ＝３００．９ｍ３

工 事 名
緊急予防治山事業
加茂町公郷地区
渓間工

一般競争入札（条件付）公告

　地方自治法（昭和22年法律第67号）第234条第１項の規定により、次のとおり一般競争入札（条件付）を実施する。
　なお、本件入札においては、最低制限価格を設定している。

岡山県美作県民局長　東　寛

案 件 番 号 3300891883520260001

工
事
概
要

谷止工　１個

工 事 番 号  812- 3-21

予 定 工 期
本件入札による契約を締結した日から
令和 9年 2月 1日まで

　入札公告日から落札者が決定する日までの間、次に掲げる要件の全てを満たしていること。

路 河 川 名 加茂町公郷地区

工 事 場 所
津山市加茂町　公郷

　　　津山市下高倉西、下高倉東、上高倉、大篠、上横野、下横野、河面、田熊、福井、高野本郷、押入（加茂川左
　　岸・国道53号以西を除く）、高野山西、近長、野村、楢、草加部、綾部、吉見、堀坂、妙原、三浦地内、又は津
　　山市勝北支所、津山市加茂支所若しくは津山市阿波出張所の所管区域（津山市支所及び出張所設置条例（平成17
　　年津山市条例第２号）第２条に掲げる所管区域）。

－

　平成23年度以降に元請負人として、岡山県美作県民局の管内（真庭地域事務所及び勝英地域事務所の管内を除
く。）において、国、岡山県（岡山県が出資し、又は出えんする公社及び事業団を含む。）又は県内市町村から

土木一式工事

Ａ，Ｂ又はＣ

－

　　　建設業法（昭和24年法律第100号）第３条第１項に規定する営業所のうち、主たる営業所（建設業許可申請書の
　　「主たる営業所」の欄に記載されているものをいう。以下同じ。）を次の場所に有していること。

　　　また、本件工事には、建設業法第26条第３項第１号に規定する主任技術者又は監理技術者を配置することができ
　　る。この場合においては、次に掲げる条件を全て満たさなければならない。
　　　1)　本件工事と兼務する工事の請負代金の額（消費税及び地方消費税の額を含む。）がそれぞれ１億円未満（建
　　　　築一式工事の場合は２億円未満）であること。
　　　2)　同一の主任技術者又は監理技術者を配置する工事が２件に限ること。
　　　3)　その他建設業法第26条第３項第１号に規定する要件を全て満たすこと。

発注された請負金額が1000万円以上の土木一式工事（平成23年度以降に受注したものに限る。）を施工した実績
を有すること。
　岡山県が発注した土木一式工事のうち、令和３年４月１日から令和７年３月31日までの間に完成させた工事が
ある場合は、それらの工事についての岡山県建設工事成績評定及び通知要領（平成13年１月１日施行）及び岡山
県企業局工事成績評定及び通知要領（平成14年４月１日施行）による評定点の平均点が、65点未満でないこと。

　　　次の条件を満たす建設業法第26条に規定する監理技術者又は主任技術者（建設業法第26条第３項第２号に規定す
　　る監理技術者の職務を補佐する者（以下「監理技術者補佐」という。）を配置する場合にあっては、監理技術者補
　　佐を含む。以下同じ。）を本件工事に専任で配置することができること。なお、同条第３項の規定に該当しない場
　　合にあっては、専任であることを要しない。

　　　1)　本件工事の入札参加資格確認申請日以前に３月以上の雇用関係があること。
　　　2)　監理技術者にあっては、土木工事業に係る監理技術者資格者証の交付を受けており、かつ、監理技術者講習
　　　　を受けている者であること。

　　特例とを併用することはできない。

－

　　　なお、本件工事には、建設業法第26条第３項第２号に規定する監理技術者（以下「特例監理技術者」という。）
　　を配置することができる。この場合においては、次に掲げる条件を全て満たさなければならない。
　　　1)　監理技術者補佐は、建設業法その他関係法令に定める要件を全て満たすこと。
　　　2)　同一の特例監理技術者を配置する工事（２件に限る。）の場所が、同一の県民局の管内（地域事務所の管内
　　　　を除く。）又は同一の地域事務所の管内にあること。
　　　ただし、建設業法第26条第３項第１号に規定する主任技術者又は監理技術者に係る特例と特例監理技術者に係る



３　入札手続等

1) 令和 8年 5月12日から 岡山県電子入札共同利用システムポータルサイトの「団
令和 8年 5月27日まで 体個別情報」のページからダウンロードすること。

2) 令和 8年 5月12日午前９時から 電子入札システムによる。
令和 8年 5月27日午後４時まで

3) 令和 8年 5月12日午前９時から 電子入札システムによる。
令和 8年 5月27日午後４時まで

4) 令和 8年 5月12日から 岡山県電子入札共同利用システムポータルサイトの「団
令和 8年 6月 8日まで 体個別情報」のページからダウンロードすること。

5) 令和 8年 6月 4日から 場　所： 〒708-8506
令和 8年 6月 8日まで
　の午前９時から午後４時まで
　ただし、第一落札候補者等以外の者 方　法：
で、開札日の翌日以降に資格確認書及
び資格確認書類の提出を求められたも
のについては、契約担当者が電子入札
システムにより指定した日時

対　象： 電子入札システムにより提出を求められた者
に限る。

6) 令和 8年 5月12日から 入札情報公開システムからダウンロードすること。
令和 8年 6月 3日まで

7) 令和 8年 5月12日から 方　法： 電子入札システム又はファックス
令和 8年 5月20日まで
　の午前９時から午後４時まで
注）ファックスの送信先 場　所：

宛　先： 0868-23-2602
8) 回答書の閲覧 回答可能となった日から 入札情報公開システム

令和 8年 6月 3日まで
9) 入札の受付 令和 8年 6月 2日午前 9時00分から 電子入札システムによる。

令和 8年 6月 4日午前10時00分まで 入札価格の内訳書を提出するとともに、電子くじ用の
くじ番号を入力すること。

10) 開札 令和 8年 6月 4日午前10時00分

11) 入札結果の公表 落札者を決定した日の翌日以降 入札情報公開システム
注）閲覧による公表は、午前９時から
　午後４時まで

12) 入札結果の公表日の翌日から起算して 場　所：
３日以内 方　法： ファックス

宛　先： 0868-22-1974
13) 説明を求めることができる期間の 方　法： ファックス

最終日の翌日から起算して３日以内

注）１　上記のうちインターネットによる手続によらない場合及び7)において電子入札システムを利用する場合の期間につ

　　　いては、岡山県の休日を定める条例（平成元年岡山県条例第２号）第１条第１項に規定する県の休日を除く。
　　２　電子入札システム及び入札情報公開システム（岡山県電子入札共同利用システムポータルサイト）

https://www.e-okayama.t-elbs.jp/

５　契約担当者

６　契約条項を示す場所

岡山県津山市山下５３
電話 0868-23-1527

７　その他
この公告に定めのない事項については、「一般競争入札（条件付）公告共通事項」で定めるところによる。

手　続　等 期　間　・　期　日 場　所　・　方　法　等

施工実績調書及び配
置予定技術者調書の
配布

資格確認書の配布

資格確認書及び資格
確認書類の提出 岡山県津山市山下５３

岡山県美作県民局地域政策部総務課
持参又は郵便若しくは信書便による送付（郵
便又は信書便による送付の場合は、書留郵便
その他の送付物が相手方に到着したこと及び
その時間が確認することができる方法に限
る。）

設計図書等の閲覧等

入札参加資格確認申
請書の作成及び提出
施工実績調書及び配
置予定技術者調書の
提出

入札参加資格がない
とされた理由の説明
要求

岡山県美作県民局地域政策部総務課

入札参加資格がない
とされた者への理由
の説明

４ 契約の締結
　落札者の決定から本件工事に係る請負契約を締結するまでの間に、落札者が、岡山県建設工事等入札参加資格者
に係る指名停止等要領（平成13年岡山県告示第404号）に基づく指名停止の措置を受けたとき、岡山県建設工事等

設計図書等への質問
の受付

岡山県美作県民局農林水産事業部森林整備課

岡山県津山市山下５３
岡山県美作県民局入札室

岡山県津山市山下５３
岡山県美作県民局地域政策部総務課内閲覧コーナー

ない。

岡山県美作県民局長　東　寛

〒708-8506

岡山県美作県民局地域政策部総務課

暴力団対策会議運営要領（昭和63年２月１日施行）に基づく指名除外の措置を受けたとき、建設業法第28条第３項
若しくは第５項の規定による岡山県内における営業の停止命令（業種は問わない。）を受けたとき、会社更生法（
平成14年法律第154号）第17条の規定による更生手続開始の申立てをしたとき（更生手続開始の決定を受けている
ときを除く。）若しくは民事再生法（平成11年法律第225号）第21条の規定による再生手続開始の申立てをしたと
き（再生手続開始の決定を受けているときを除く。）又は本件入札に関し岡山県談合情報対応マニュアル（平成７
年６月１日制定）に基づき談合の事実が確認され、本件入札が無効とされたときは、本件工事に係る契約を締結し

https://www.e-okayama.t-elbs.jp/


別 添

令和 8年 5月12日

１　工事の概要

２　入札に参加することができる者の資格

１　入札参加資格共通事項 「一般競争入札（条件付）公告共通事項」１のとおり

２　当該入札参加資格業種

３　業者格付

４　経営事項審査評定値

５　営業所の所在地に関する条件

６　特定建設業許可に関する条件

７　施工実績に関する条件
1)

2)

８　配置技術者に関する条件

９　その他

一般競争入札（条件付）公告

　地方自治法（昭和22年法律第67号）第234条第１項の規定により、次のとおり一般競争入札（条件付）を実施する。
　なお、本件入札においては、最低制限価格を設定している。

岡山県美作県民局長　東　寛

案 件 番 号 3300891883520260002

工
事
概
要

谷止工１個

工 事 番 号  821- 7-21　 841-21-21　 741-37-21 　Ｌ＝２３．０ｍ　Ｈ＝６．５ｍ　Ｖ＝２５０．３ｍ３

工 事 名
予防治山事業（農山漁村地域整備交付金）
富東谷（山口）地区
渓間工

路 河 川 名 富東谷（山口）地区

工 事 場 所
苫田郡　鏡野町富東谷

　　「主たる営業所」の欄に記載されているものをいう。以下同じ。）を次の場所に有していること。

予 定 工 期
本件入札による契約を締結した日から
令和 9年 2月 1日まで

　入札公告日から落札者が決定する日までの間、次に掲げる要件の全てを満たしていること。

土木一式工事

Ａ，Ｂ又はＣ

－

　　　建設業法（昭和24年法律第100号）第３条第１項に規定する営業所のうち、主たる営業所（建設業許可申請書の

　　　1)　本件工事と兼務する工事の請負代金の額（消費税及び地方消費税の額を含む。）がそれぞれ１億円未満（建

　　  苫田郡鏡野町。

－

　平成23年度以降に元請負人として、岡山県美作県民局の管内（真庭地域事務所及び勝英地域事務所の管内を除
く。）において、国、岡山県（岡山県が出資し、又は出えんする公社及び事業団を含む。）又は県内市町村から
発注された請負金額が1000万円以上の土木一式工事（平成23年度以降に受注したものに限る。）を施工した実績
を有すること。
　岡山県が発注した土木一式工事のうち、令和３年４月１日から令和７年３月31日までの間に完成させた工事が
ある場合は、それらの工事についての岡山県建設工事成績評定及び通知要領（平成13年１月１日施行）及び岡山
県企業局工事成績評定及び通知要領（平成14年４月１日施行）による評定点の平均点が、65点未満でないこと。

　　　次の条件を満たす建設業法第26条に規定する監理技術者又は主任技術者（建設業法第26条第３項第２号に規定す
　　る監理技術者の職務を補佐する者（以下「監理技術者補佐」という。）を配置する場合にあっては、監理技術者補
　　佐を含む。以下同じ。）を本件工事に専任で配置することができること。なお、同条第３項の規定に該当しない場
　　合にあっては、専任であることを要しない。

　　　1)　本件工事の入札参加資格確認申請日以前に３月以上の雇用関係があること。
　　　2)　監理技術者にあっては、土木工事業に係る監理技術者資格者証の交付を受けており、かつ、監理技術者講習
　　　　を受けている者であること。
　　　また、本件工事には、建設業法第26条第３項第１号に規定する主任技術者又は監理技術者を配置することができ
　　る。この場合においては、次に掲げる条件を全て満たさなければならない。

　　　　築一式工事の場合は２億円未満）であること。
　　　2)　同一の主任技術者又は監理技術者を配置する工事が２件に限ること。
　　　3)　その他建設業法第26条第３項第１号に規定する要件を全て満たすこと。
　　　なお、本件工事には、建設業法第26条第３項第２号に規定する監理技術者（以下「特例監理技術者」という。）
　　を配置することができる。この場合においては、次に掲げる条件を全て満たさなければならない。
　　　1)　監理技術者補佐は、建設業法その他関係法令に定める要件を全て満たすこと。
　　　2)　同一の特例監理技術者を配置する工事（２件に限る。）の場所が、同一の県民局の管内（地域事務所の管内
　　　　を除く。）又は同一の地域事務所の管内にあること。
　　　ただし、建設業法第26条第３項第１号に規定する主任技術者又は監理技術者に係る特例と特例監理技術者に係る
　　特例とを併用することはできない。

－



３　入札手続等

1) 令和 8年 5月12日から 岡山県電子入札共同利用システムポータルサイトの「団
令和 8年 5月27日まで 体個別情報」のページからダウンロードすること。

2) 令和 8年 5月12日午前９時から 電子入札システムによる。
令和 8年 5月27日午後４時まで

3) 令和 8年 5月12日午前９時から 電子入札システムによる。
令和 8年 5月27日午後４時まで

4) 令和 8年 5月12日から 岡山県電子入札共同利用システムポータルサイトの「団
令和 8年 6月 8日まで 体個別情報」のページからダウンロードすること。

5) 令和 8年 6月 4日から 場　所： 〒708-8506
令和 8年 6月 8日まで
　の午前９時から午後４時まで
　ただし、第一落札候補者等以外の者 方　法：
で、開札日の翌日以降に資格確認書及
び資格確認書類の提出を求められたも
のについては、契約担当者が電子入札
システムにより指定した日時

対　象： 電子入札システムにより提出を求められた者
に限る。

6) 令和 8年 5月12日から 入札情報公開システムからダウンロードすること。
令和 8年 6月 3日まで

7) 令和 8年 5月12日から 方　法： 電子入札システム又はファックス
令和 8年 5月20日まで
　の午前９時から午後４時まで
注）ファックスの送信先 場　所：

宛　先： 0868-23-2602
8) 回答書の閲覧 回答可能となった日から 入札情報公開システム

令和 8年 6月 3日まで
9) 入札の受付 令和 8年 6月 2日午前 9時00分から 電子入札システムによる。

令和 8年 6月 4日午前10時00分まで 入札価格の内訳書を提出するとともに、電子くじ用の
くじ番号を入力すること。

10) 開札 令和 8年 6月 4日午前10時00分

11) 入札結果の公表 落札者を決定した日の翌日以降 入札情報公開システム
注）閲覧による公表は、午前９時から
　午後４時まで

12) 入札結果の公表日の翌日から起算して 場　所：
３日以内 方　法： ファックス

宛　先： 0868-22-1974
13) 説明を求めることができる期間の 方　法： ファックス

最終日の翌日から起算して３日以内

注）１　上記のうちインターネットによる手続によらない場合及び7)において電子入札システムを利用する場合の期間につ

　　　いては、岡山県の休日を定める条例（平成元年岡山県条例第２号）第１条第１項に規定する県の休日を除く。
　　２　電子入札システム及び入札情報公開システム（岡山県電子入札共同利用システムポータルサイト）

https://www.e-okayama.t-elbs.jp/

５　契約担当者

６　契約条項を示す場所

岡山県津山市山下５３
電話 0868-23-1527

７　その他
この公告に定めのない事項については、「一般競争入札（条件付）公告共通事項」で定めるところによる。

手　続　等 期　間　・　期　日 場　所　・　方　法　等

設計図書等の閲覧等

施工実績調書及び配
置予定技術者調書の
配布

入札参加資格確認申
請書の作成及び提出
施工実績調書及び配
置予定技術者調書の
提出

資格確認書の配布

資格確認書及び資格
確認書類の提出 岡山県津山市山下５３

岡山県美作県民局地域政策部総務課
持参又は郵便若しくは信書便による送付（郵
便又は信書便による送付の場合は、書留郵便
その他の送付物が相手方に到着したこと及び
その時間が確認することができる方法に限
る。）

に係る指名停止等要領（平成13年岡山県告示第404号）に基づく指名停止の措置を受けたとき、岡山県建設工事等

設計図書等への質問
の受付

岡山県美作県民局農林水産事業部森林整備課

岡山県津山市山下５３
岡山県美作県民局入札室

岡山県津山市山下５３
岡山県美作県民局地域政策部総務課内閲覧コーナー

入札参加資格がない
とされた理由の説明
要求

岡山県美作県民局地域政策部総務課

入札参加資格がない
とされた者への理由
の説明

４ 契約の締結
　落札者の決定から本件工事に係る請負契約を締結するまでの間に、落札者が、岡山県建設工事等入札参加資格者

ない。

岡山県美作県民局長　東　寛

〒708-8506

岡山県美作県民局地域政策部総務課

暴力団対策会議運営要領（昭和63年２月１日施行）に基づく指名除外の措置を受けたとき、建設業法第28条第３項
若しくは第５項の規定による岡山県内における営業の停止命令（業種は問わない。）を受けたとき、会社更生法（
平成14年法律第154号）第17条の規定による更生手続開始の申立てをしたとき（更生手続開始の決定を受けている
ときを除く。）若しくは民事再生法（平成11年法律第225号）第21条の規定による再生手続開始の申立てをしたと
き（再生手続開始の決定を受けているときを除く。）又は本件入札に関し岡山県談合情報対応マニュアル（平成７
年６月１日制定）に基づき談合の事実が確認され、本件入札が無効とされたときは、本件工事に係る契約を締結し

https://www.e-okayama.t-elbs.jp/


別 添

令和 8年 5月12日

１　工事の概要

２　入札に参加することができる者の資格

１　入札参加資格共通事項 「一般競争入札（条件付）公告共通事項」１のとおり

２　当該入札参加資格業種

３　業者格付

４　経営事項審査評定値

５　営業所の所在地に関する条件

６　特定建設業許可に関する条件

７　施工実績に関する条件

1)

2)

８　配置技術者に関する条件

９　その他

一般競争入札（条件付）公告

　地方自治法（昭和22年法律第67号）第234条第１項の規定により、次のとおり一般競争入札（条件付）を実施する。
　なお、本件入札においては、最低制限価格を設定している。

岡山県美作県民局長　東　寛

案 件 番 号 3300901894120260005

工
事
概
要

施工延長Ｌ＝９２．５ｍ　幅員Ｗ＝４．０ｍ

工 事 番 号   73- 1-　   5-13- 1 掘削工　　　　Ｖ＝１，３９０ｍ３

工 事 名
ブロック積工　Ａ＝２３２ｍ２

公共　砂防工事（管理用道路工） 側溝工　　　　Ｌ＝１７３．２ｍ

路 河 川 名 砂防指定地　奥谷川

工 事 場 所
美作市梶並

　　「主たる営業所」の欄に記載されているものをいう。）を次の場所に有していること。

予 定 工 期
本件入札による契約を締結した日から
 225日間

　入札公告日から落札者が決定する日までの間、次に掲げる要件の全てを満たしていること。

土木一式工事

Ａ，Ｂ又はＣ

－

　　　建設業法（昭和24年法律第100号）第３条第１項に規定する営業所のうち、主たる営業所（建設業許可申請書の

　　　1)　本件工事と兼務する工事の請負代金の額（消費税及び地方消費税の額を含む。）がそれぞれ１億円未満（建

　　　美作市勝田総合支所、美作市大原総合支所若しくは美作市東粟倉総合支所の所管区域（美作市総合支所及び出
　　張所設置条例（平成１７年美作市条例第７号）別表に掲げる所管区域）、又は英田郡西粟倉村。

－

　平成23年度以降に元請負人として、岡山県美作県民局勝英地域事務所の管内において、国、岡山県（岡山県が
出資し、又は出えんする公社及び事業団を含む。）又は県内市町村から発注された請負金額が1000万円以上の土
木一式工事（平成23年度以降に受注したものに限る。）を施工した実績を有すること。
　岡山県が発注した土木一式工事のうち、令和３年４月１日から令和７年３月31日までの間に完成させた工事が
ある場合は、それらの工事についての岡山県建設工事成績評定及び通知要領（平成13年１月１日施行）及び岡山
県企業局工事成績評定及び通知要領（平成14年４月１日施行）による評定点の平均点が、65点未満でないこと。

　　　次の条件を満たす建設業法第26条に規定する監理技術者又は主任技術者（建設業法第26条第３項第２号に規定す
　　る監理技術者の職務を補佐する者（以下「監理技術者補佐」という。）を配置する場合にあっては、監理技術者補
　　佐を含む。以下同じ。）を本件工事に専任で配置することができること。なお、同条第３項の規定に該当しない場
　　合にあっては、専任であることを要しない。

　　　1)　本件工事の入札参加資格確認申請日以前に３月以上の雇用関係があること。
　　　2)　監理技術者にあっては、土木工事業に係る監理技術者資格者証の交付を受けており、かつ、監理技術者講習
　　　　を受けている者であること。
　　　また、本件工事には、建設業法第26条第３項第１号に規定する主任技術者又は監理技術者を配置することができ
　　る。この場合においては、次に掲げる条件を全て満たさなければならない。

　　　　築一式工事の場合は２億円未満）であること。
　　　2)　同一の主任技術者又は監理技術者を配置する工事が２件に限ること。
　　　3)　その他建設業法第26条第３項第１号に規定する要件を全て満たすこと。
　　　なお、本件工事には、建設業法第26条第３項第２号に規定する監理技術者（以下「特例監理技術者」という。）
　　を配置することができる。この場合においては、次に掲げる条件を全て満たさなければならない。
　　　1)　監理技術者補佐は、建設業法その他関係法令に定める要件を全て満たすこと。
　　　2)　同一の特例監理技術者を配置する工事（２件に限る。）の場所が、同一の県民局の管内（地域事務所の管内
　　　　を除く。）又は同一の地域事務所の管内にあること。
　　　ただし、建設業法第26条第３項第１号に規定する主任技術者又は監理技術者に係る特例と特例監理技術者に係る
　　特例とを併用することはできない。

－



３　入札手続等

1) 令和 8年 5月12日から 岡山県電子入札共同利用システムポータルサイトの「団
令和 8年 5月27日まで 体個別情報」のページからダウンロードすること。

2) 令和 8年 5月12日午前９時から 電子入札システムによる。
令和 8年 5月27日午後４時まで

3) 令和 8年 5月12日午前９時から 電子入札システムによる。
令和 8年 5月27日午後４時まで

4) 令和 8年 5月12日から 岡山県電子入札共同利用システムポータルサイトの「団
令和 8年 6月 8日まで 体個別情報」のページからダウンロードすること。

5) 令和 8年 6月 4日から 場　所： 〒707-8585

令和 8年 6月 8日まで
　の午前９時から午後４時まで
　ただし、第一落札候補者等以外の者 方　法：
で、開札日の翌日以降に資格確認書及
び資格確認書類の提出を求められたも
のについては、契約担当者が電子入札
システムにより指定した日時

対　象： 電子入札システムにより提出を求められた者
に限る。

6) 令和 8年 5月12日から 入札情報公開システムからダウンロードすること。
令和 8年 6月 3日まで

7) 令和 8年 5月12日から 方　法： 電子入札システム又はファックス
令和 8年 5月20日まで
　の午前９時から午後４時まで
注）ファックスの送信先 場　所：

宛　先： 0868-72-6328
8) 回答書の閲覧 回答可能となった日から 入札情報公開システム

令和 8年 6月 3日まで
9) 入札の受付 令和 8年 6月 2日午前 9時00分から 電子入札システムによる。

令和 8年 6月 4日午前10時00分まで 入札価格の内訳書を提出するとともに、電子くじ用の
くじ番号を入力すること。

10) 開札 令和 8年 6月 4日午前10時00分

11) 入札結果の公表 落札者を決定した日の翌日以降 入札情報公開システム
注）閲覧による公表は、午前９時から
　午後４時まで

12) 入札結果の公表日の翌日から起算して 場　所：
３日以内 方　法： ファックス

宛　先： 0868-22-1974
13) 説明を求めることができる期間の 方　法： ファックス

最終日の翌日から起算して３日以内

注）１　上記のうちインターネットによる手続によらない場合及び7)において電子入札システムを利用する場合の期間につ

　　　いては、岡山県の休日を定める条例（平成元年岡山県条例第２号）第１条第１項に規定する県の休日を除く。
　　２　電子入札システム及び入札情報公開システム（岡山県電子入札共同利用システムポータルサイト）

https://www.e-okayama.t-elbs.jp/

５　契約担当者

６　契約条項を示す場所

岡山県津山市山下５３
電話 0868-23-1527

７　その他
この公告に定めのない事項については、「一般競争入札（条件付）公告共通事項」で定めるところによる。

手　続　等 期　間　・　期　日 場　所　・　方　法　等

設計図書等の閲覧等

施工実績調書及び配
置予定技術者調書の
配布

入札参加資格確認申
請書の作成及び提出

施工実績調書及び配
置予定技術者調書の
提出

資格確認書の配布

資格確認書及び資格
確認書類の提出 岡山県美作市入田２９１－２

岡山県美作県民局建設部勝英地域工務課
持参又は郵便若しくは信書便による送付（郵
便又は信書便による送付の場合は、書留郵便
その他の送付物が相手方に到着したこと及び
その時間が確認することができる方法に限
る。）

に係る指名停止等要領（平成13年岡山県告示第404号）に基づく指名停止の措置を受けたとき、岡山県建設工事等

設計図書等への質問
の受付

岡山県美作県民局建設部勝英地域設計審査班

岡山県津山市山下５３
岡山県美作県民局入札室

岡山県津山市山下５３
岡山県美作県民局地域政策部総務課内閲覧コーナー

入札参加資格がない
とされた理由の説明
要求

岡山県美作県民局地域政策部総務課

入札参加資格がない
とされた者への理由
の説明

４ 契約の締結
　落札者の決定から本件工事に係る請負契約を締結するまでの間に、落札者が、岡山県建設工事等入札参加資格者

ない。

岡山県美作県民局長　東　寛

〒708-8506

岡山県美作県民局地域政策部総務課

暴力団対策会議運営要領（昭和63年２月１日施行）に基づく指名除外の措置を受けたとき、建設業法第28条第３項
若しくは第５項の規定による岡山県内における営業の停止命令（業種は問わない。）を受けたとき、会社更生法（
平成14年法律第154号）第17条の規定による更生手続開始の申立てをしたとき（更生手続開始の決定を受けている
ときを除く。）若しくは民事再生法（平成11年法律第225号）第21条の規定による再生手続開始の申立てをしたと
き（再生手続開始の決定を受けているときを除く。）又は本件入札に関し岡山県談合情報対応マニュアル（平成７
年６月１日制定）に基づき談合の事実が確認され、本件入札が無効とされたときは、本件工事に係る契約を締結し


